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小学生・中学生 変　更　前 変　更　後
助成方法 償還払い方式 現物給付方式

保護者負担額／通院 1，000円／ 1レセプト 上限５00円を 2回まで／ 1レセプト

中学卒業後～１８歳まで 変　更　前 変　更　後
助成方法 償還払い方式

保護者負担額／通院 1，000円／ 1レセプト 上限５00円を 2回まで／ 1レセプト

※�現物給付方式での助成を受ける場合、医療機関窓口で「子どもの医療費受給資格証」を提示することが必要です。
※�平成2９年度の小学生・中学生の子どもさんへは 2月上旬ごろに「子どもの医療費受給資格証交付申請書」を送付しますので、
必要事項を記入のうえ、申請をお願いします。申請をしていただいた人へ「受給資格証」を送付します。

▶︎問い合わせ　福祉課 こども係　☎７5−６118

◯
応
募
資
格　
多
久
市
に
住
所
を
有
す
る
人

◯
業
務
内
容　

�

パ
ソ
コ
ン
入
力
の
ほ
か
、
事
務
補
助
、
受

付
業
務
、
保
健
指
導
、
栄
養
指
導
等

◯
雇
用
条
件　

�

条
件
は
業
務
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
勤
務
時
間　
月
～
金
曜
日　
８
時
30
分
～
17
時
1５
分

　
賃　
　
金　
日
額　
６
︐４
０
０
円
～
８
︐６
３
０
円

　
保
険
適
用　

�

雇
用
形
態
に
よ
り
社
会
・
雇
用
保
険
適
用

　
雇
用
期
間　
５
か
月
～
１
年
（
更
新
の
場
合
有
）

◯
受
付
期
間　

�

随
時
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。

　

�

４
月
採
用
は
３
月
３
日
ま
で
の
応
募
が
必
要
。

　

�

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
1５
分
）

◯
申
込
方
法

　

�　
市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
市
役
所

３
階
総
務
課
人
事
係
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◯
採
用
方
法

　

�　
応
募
者
を
名
簿
登
録
し
、
募
集
す
る
課
が
選
考
採
用

し
ま
す
。

※�

履
歴
書
を
提
出
し
て
も
、応
募
者
数・業
務
量
に
よ
り
、

採
用
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

◯
応
募
資
格　
多
久
市
に
住
所
を
有
す
る
人

◯
雇
用
条
件　

�
条
件
は
業
務
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
勤
務
時
間　
月
～
金
曜
日　
週
2９
時
間

　
賃　
　
金　
月
額　
１
３
７
︐７
０
０
円

　
保
険
適
用　
社
会
・
雇
用
保
険
適
用

　
雇
用
期
間　
原
則
１
年
（
更
新
の
場
合
有
）

◯
申
込
期
間　
２
月
８
日
㈬
～
２
月
2８
日
㈫

　
持
参　

�

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
８
時
30
分
～
17
時
1５
分

　
郵
送　

�

特
定
記
録
等
（
提
出
日
が
確
認
で
き
る
も
の
）

で
提
出
（
２
月
２８
日
消
印
有
効
）。

◯
試
験
日　
平
成
2９
年
３
月
10
日
㈮

◯
採
用
予
定　
平
成
2９
年
４
月
以
降
（
若
干
名
）

◯
受
験
申
込
書
類
等

　
市
役
所
総
務
課
人
事
係
で
配
布

　

�

多
久
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

�

郵
便
請
求　

�

（
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、

１
２
０
円
切
手
を
同
封
の
う
え
、
封
筒
に

「
採
用
試
験
申
込
書
請
求
」
と
朱
書
き
）

　
多
久
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w
w
.city.taku.lg.jp/

平
成
２９
年
度 

採
用
の
臨
時
職
員

 （
一
般
事
務
・
保
健
師
・
看
護
師
・
栄
養
士
）
を
募
集
し
ま
す

平
成
２９
年
度 

一
般
職
非
常
勤
職
員
を
募
集
し
ま
す

inform
ation 

総
務
課

平成2９年 ４ 月から　―就学後の医療費現物給付化―

information 福祉課

子どもの医療費助成制度を改正します
　 ４ 月から子どもの医療費助成制度を改正し、助成方法と助成額が変更になりますのでお知らせします。
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